
 

■ 『消費税改正実務対策セミナー』開催のお知らせ ※参加費無料 

 

10 月 1 日より消費税 10％への引き上げ、そして 8％と 10％といった複数税率制度

が導入されようとしています。 

きもつき民商では、引続き反対運動に取り組んでいきますが、実務対応はかなり煩

雑になると想定されます。当セミナーでは対象となる品目やその後に導入されるイ

ンボイス制度への対応などを中心に、全ての事業者に関係してくる制度のポイント

をわかりやすく解説致しますので、参加を希望される会員の方は、早めに事務局ま

でご連絡下さい。 

 

開催日時： ２０１９年８月２６日（月） １５：００～１６：３０ 

場  所： 民商会館２F（鹿屋市笠之原町） 

参 加 費： 無料 

  ※参加を希望される会員の方は、８月１９日（月）までに事務局へご連絡下さい。 

 

■LINE アカウントを開設しました 

 

お手持ちのスマートフォンなどから LINE のアプリ上で、簡単にお問い合わせを 

することができます。 

また、定期的にセミナー・学習会の案内やボーリング大会などのイベント情報な 

どを発信していきますので、ぜひ、友だち登録してください。 

■7 月の相談活動 

４４件（税金２１件、金融１件、経営２０件、生活・法律相談２件） 

 （相談例） 

  ・生前贈与について 

  ・経営再建計画作成について 

  ・建築士免状の再発行について 

  ・業者紹介 

※裏面へ続く 
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きもつき民商では、会員さんからお気軽に相 

談、お問い合わせができるように、LINE のア 

カウントを開設いたしました。 



 

■事務局夏期休暇のお知らせ 

事務局の夏期休暇は、8/10（土）～8/15（水）になります。 

 

民商は、会員のみなさんの会費で運営されています。 

営利を目的とせず、中小業者の働く権利を勝ちとる運動をすすめる、最低限必要な経費を会費に

よってまかなっています。会費の 15 日納入にご協力下さい。 


